
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
民
健
康
保
険
法
に
よ

る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
附
則
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
厚

生
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
が
行
う
基
金

に
対
す
る
通
知
）

（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
が
行
う
基
金

に
対
す
る
通
知
）

第
十
三
条

法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
が
基
金
に

対
し
て
行
う
通
知
は
、
基
金
が
集
約
し
当
該
退
職

被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
に
対
し
て
提
供
し
た

情
報
を
勘
案
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
日
ま
で

に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
が
基
金
に

対
し
て
行
う
通
知
は
、
基
金
が
集
約
し
当
該
退
職

被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
に
対
し
て
提
供
し
た

情
報
を
勘
案
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
日
ま
で

に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

各
月
ご
と
の
被
用
者
保
険
等
拠
出
対
象
額
及

び
そ
の
内
訳

当
該
月
の
三
月
後
の
月
の
五
日

二
・
三

（
略
）

三
・
四

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
五
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険

法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者

拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信




